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次          第 

 

１ 開  会 

 

２  委員 自己紹介 

 

３ 座長選出 

 

４ 議  事 

 

(1)【関連資料１】 

前回会議（平成 30年度 公正採用・雇用促進会議大学等専門委員会）について･･････････ ４ 

 

(2)【関連資料２】 

大就連としての大学等卒業者の就職差別撤廃に関する取組みについて 

･･････････ ７ 

 

(3)【関連資料３】 

大学生等の就職に係る問題事象報告に対する事実確認及び指導状況について 

･･････････１１ 

 

(4)【関連資料４】 

厚生労働省に対する「令和２年度人権施策並びに予算に関する要望」における取組み 

･･････････２３ 

 

 

 

５ 閉  会 
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令和元年度 公正採用・雇用促進会議 大学等専門委員会 委員名簿 

 

機関団体名 役職名 氏   名 備 考 

近畿大学 

人権問題研究所 
教 授 熊本 理抄 

 

一般財団法人 

大阪府人権協会 

理事 兼 

事務局次長 
宮前 綾子 

 

公益社団法人 

関西経済連合会 
労働政策部次長 平岡 潤二 

 

相愛大学 
学生支援 

センター 
温井 雅也 

大学等就職問題連絡協議会 

(代表幹事校) 

大阪経済大学 進路支援部 岸田 祐和 
大学等就職問題連絡協議会 

(代表幹事校) 

大阪産業大学 
キャリアセンター 

就職支援課 
竹原 千絵 

大学等就職問題連絡協議会 

(雇用促進会議委員校) 

追手門学院大学 
就職・ 

キャリア支援課 
下川 邦泰 

大学等就職問題連絡協議会 

(雇用促進会議委員校) 

大阪医科大学 
学務部 

看護学事務課 
川上 将弘 

大学等就職問題連絡協議会 

(雇用促進会議委員校) 

大阪企業人権協議会 事務長 宮内 雅也 
 

大阪同和・ 

人権問題企業連絡会 
理事長 柄川 忠一 

 

一般社団法人公正採用 

人権啓発推進センター 

常務理事 

事務局長 
平井 義人 

 

大阪労働局職業安定部 
職業対策課 

課長補佐 
宮田 利雄 

 

大阪府商工労働部 

雇用推進室 
労政課長 前田 真二 

 

公正採用・雇用促進会議大学等専門委員会設置要綱（別掲） 
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配    席    図 

 

 座 長 

   ○    

       

熊本 委員 ○    ○ 温井 委員 

宮前 委員 ○    ○ 岸田 委員 

平岡 委員 ○    ○ 竹原 委員 

宮内 委員 ○    ○ 下川 委員 

柄川 委員 ○    ○ 川上 委員 

平井 委員 ○    ○ 宮田 委員 

     ○ 前田 委員 

       

 ○  ○  ○  

 

事  務  局
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【関連資料１】 

 

平成 30年度 公正採用・雇用促進会議 大学等専門委員会 会議録 

 

１ 開催日  平成 31年１月 11日（金曜日）15時から 17時 

２ 場 所  大阪府総合労働事務所 会議室Ｂ (エル・おおさか 南館４階) 

３ 出席委員 近畿大学 人権問題研究所 准教授  （座長）        熊本 理抄 

一般財団法人大阪府人権協会 理事兼事務局次長        宮前 綾子 

公益社団法人関西経済連合会 労働政策部担当部長       中井 正郎 

大阪大学 学生・キャリア支援課長              三宅 信久 

（大学等就職問題連絡協議会 代表幹事校) 

大和大学 キャリアセンター長                松本 伸司 

（大学等就職問題連絡協議会 代表幹事校) 

四條畷学園大学・短期大学 大学事務長            本山 一士 

（大学等就職問題連絡協議会 雇用促進会議委員校) 

大阪音楽大学 短期大学部 キャリア支援センター部門長代行  山本 清志 

（大学等就職問題連絡協議会 雇用促進会議委員校) 

羽衣国際大学 キャリアセンター グループリーダー      辻井 康孝 

（大学等就職問題連絡協議会 雇用促進会議委員校) 

大阪企業人権協議会 事務長                 宮内 雅也 

大阪同和・人権問題企業連絡会 理事長            柄川 忠一 

一般社団法人公正採用人権啓発推進センター 常務理事 事務局長  大森 幸子 

大阪労働局職業安定部 職業対策課 課長補佐         宮田 利雄 

大阪府商工労働部 雇用推進室 労政課長           前田 真二 

４ 議事要旨 

熊本委員を座長に選出 

（１）平成 29年度の会議概要を資料に沿って報告（事務局） 

（２）大学等就職問題連絡協議会（大就連）による大学卒業者の就職差別撤廃に関する取り組みに

ついての報告（大就連代表幹事校） 

座長：学生が就職差別についてどのように理解しているのか。大学としての啓発や情報の共有

の仕組みはどのような状況か。また、大学のホームページに、啓発のページはあるか。 

委員：私の大学では、問題事象がほとんど無いのが現状である。キャリアセンターのホームペ

ージが大学ホームページの一部であるが、啓発のサイトにはリンクしていない。 

委員：私の大学では、就職に関して問題があったという事は聞いていません。キャリアセンタ

ーの職員が個別の相談や、就職の面接の仕方を指導しているが、公正採用については、就

職活動の始まる前のガイダンスで一般的な説明をしています。また、ホームページにキャ

リアセンターのサイトはあるが、広く相談に応じる程度の掲示で、外部のサイトとのリン

クはしていない。 

委員：私の大学では問題事象があればヒアリング等の対応をするが、事象が無い状況である。

就職後の卒業生から労働相談を受けたことがある。大就連作成の啓発冊子をキャリア支援
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運営委員会の委員の教職員に配付し意識づけを日々行っている。また、一般社団法人公正

採用人権啓発推進センターのホームページを就職のお役立ちリンク集というページでリ

ンクしている。 

委員：私の大学では、大就連のポスターの掲示で啓発している。また、問題事象の把握につき

ましてはキャリアセンター専門職員、専門職のキャリアカウンセラーで行っている。個

別面談の就職支援を行っており、問題に対しては担当のキャリアカウンセラーに相談す

るよう学生に指導徹底している。 

過去のいくつかの事例では、企業に労働局から行政指導が行われた結果、企業が劇的

に改善され、その後就職した卒業生からも非常に良いとの評価も聞いている。 

大学間では、キャリアセンターの部課長職の集まりである関西学生就職指導研究会に

おいて、定期的に会合や共同研修が行われている。また、日本私立大学協会では、就

職部課長研修会が年に一回、3日間泊まり込みであり、全国のキャリアセンターの管理

職の方といろんな事象の共有、問題共有をしている。 

委員：公正採用人権啓発推進センターのホームページでは、企業向けの方に重きを置いていま

すが、学生の方にも読んでいただけたらよいようなコンテンツを増やしている。社会に

出るための人権入門や、日経新聞の「就活のリアル」の転載など、毎年幹事校さんに、

リンクをお願いしている。 

（３）就職に係る問題事象について 

事務局：29年度は、就職担当者からは０件、学生からは 14事業所 41件の問題事象があった。 

座長：報告は、学生の権利が守られるだけではなく、事業所が変わっていくことで次の後輩た

ちの権利を守るという、次につながる内容であったと思った。 

内容では、非常に多い表現として「意図はなかった。何気なく。判断材料に用いるつ

もりはない」や「ざっくばらんな雑談・会話の中」「発言の流れの中で」、また「良か

れと思って」などが見受けられた。 

委員：人事担当で面談される方は訓練を受けていると思いますが、そうでない場合が意外とあ

る。トレーニング不足を感じる。面接に臨むにあたっては、きちんとマニュアルを作成

し、再教育をしていかないといけないと考える。 

委員：家族の話が多いが、企業は宣伝文句として「家族主義的経営」というが、家族の一員を

迎え入れる感覚は、だんだんなくなってきている。学生も、一生、この会社のインナー

メンバーになるという感覚はない。意識改革が必要と思う。 

委員：なぜ採用手続き（事務手続き）を知らない人が採用選考をするのか疑問である。企業が

採用選考するにあたっては、職業安定法を理解したうえで採用選考しなければならない。 

委員：各企業は努力している。研修においては、参加者がどれだけ想像力を逞しくできるかが

重要であると感じている。 

委員：行政も企業に対して啓発に取り組んでいる。企業も学生も公正採用に対する知識を深め

るため、啓発の取り組みを充実したいと考えている。 

委員：ハローワークでは、学卒求人企業を対象に、学卒求人説明会を開催し啓発を行っている。

また、説明会へ参加できない企業へは、受理時に窓口において啓発している。さらに、

トップクラス研修会を開催している。 

委員：一人での採用面接や、採用のエントリーシートの対応をするのではなく、複数人で対応
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しているが、今回の報告事例を見ると、面接官のテーブルの上に注意事項を明示してお

くだけで防げる。企業がそれぞれ独自のやり方を尊重すべきですが。 

委員：大阪府で事業所団体を通して、啓発カードなどの配布も検討してほしい。 

委員：そもそも 10 月 1 日まで、内々定の扱いで拘束するようなことも、ルール違反であると

思う。 

座長：その点を踏まえて事業所へのご対応を引き続きお願いします。 

（４）平成 30年度の厚生労働省への要望について資料に沿って報告（事務局） 

（５）その他 

委員：公正採用人権啓発推進センターでは平成 30 年 12 月に、「ＬＧＢＴＱ公正採用の為のハ

ンドブック」を会員向けに作成した。採用活動の事前準備から入社までの採用プロセス

に沿って、ＬＧＢＴＱの方々の採用に関する基本的な考え方のポイントを解説している。 

委員：大就連の研修会で、ＬＧＢＴについて南弁護士の講演があった。大学で共有し、本学の

オリジナル履歴書を整備した。進路相談の中でＬＧＢＴＱの学生に対して、意識を持っ

て取り組みをしている。 

委員：履歴書への男女の性別の記載をなくすところまではやっていない。 

座長：欧米では、性別・年齢・出身を書くことは差別につながるとして履歴書から省略し、写

真を貼らないところや名前を書かないところもある。アファーマティブアクション（ポ

ジティブアクション）として、採用時や採用後に必要に応じて伝えたり聞いたりすると

いうことである。性別はあくまでも自認を書けばよいと言われる。ただ、日本では戸籍

制度が壁としてある。 

履歴書への性別の記載について、アファーマティブアクション（ポジティブアクショ

ン）との関連を整理する必要があるとの意見が出てきている。積極的な差別是正措置

として属性を伝えたり聞いたりすることが必要な場合もある。引き続きの研究テーマ

にしたいと思う。 

委員：考え方が千差万別で、自分の性自認を書くから大丈夫という人もいれば、その欄そのも

のが嫌だという人もいて、悩ましい。 

座長：統計では性別分析が必要な場合があり、空欄にして自分で書くことにしたいという議論

を大学ではしている。これは履歴書に限らず様々なアンケートを取る時に、性別をどう

するのかの議論は出ている。 

委員：履歴書だけの問題ではなくて、就職活動を通じてエントリーするので、個別の大学の問

題ではなく、求人を統括しているサイト内部の問題もあるのかなと思う。 

座長：他国の事例を収集していきたいと思うし、企業や様々な団体でもこのような取り組みが

なされているという情報共有できるものがあればお知らせいただきたい。 

このような議論ができるのは、大阪府が歴史的に、実際に行われている取り組みの成

果だと思う。引き続き、私自身も皆様ともさらに連携を深めていきたい。また、情報

を入手したら、事務局を通じて皆さんに報告します。   
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【関連資料２】   

大学卒業者等に対する就職差別撤廃に関する取組みの経過 

（大阪府下大学等就職問題連絡協議会） 前回会議（平成 30 年 1 月 11 日以降） 

 
日 時 項 目 内  容 

31.1.11 
公正採用･雇用促進会議 

大学等専門委員会 

●平成 29 年度大学生の就職に係る問題事象報告に対する

事実確認及び指導状況について 

●その他 

 

1.5.31 新旧幹事校会議 

●令和元年度幹事校の担当役員について 

●令和元年度（第 39回）総会について 

 

1.7.29 
令和元年度総会（第 39回）

及び研修会 

●平成 30年度活動報告・会計報告                                   

●令和元年度幹事校の担当役員の選出 

●令和元年度年間活動計画案及び予算案  ほか                               

●研修会テーマ  

「障害者差別解消法」の理解及び合理的配慮の提供等

について 

講師：一般財団法人大阪府人権協会 

宮前 綾子 理事兼事務局次長 

 

1.11.7 
学生向け 

啓発リーフ・ポスター作成 

●学生向け啓発リーフレット（各大学 200部）、 

ポスター（各大学 2部）を作成し、加盟校へ送付 

 

1.11.6 

求人企業向け 

アピール文書等を各大学等

に送付 

●求人企業向けアピール文書「大学等卒業予定者の公正な採

用選考に向けたお願い」を加盟校に送付〔参考資料１〕 

 

1.11.15 
経済･経営者団体向け 

アピール文書等を送付 

●「大学等卒業予定者の公正な採用選考に向けたお願い」

を大就連から経済・経営者 182 団体等と 37 企業人権協

議会地域連絡会へ送付〔参考資料２〕 

 

 

1.11.22 

一般社団法人公正採用人権

啓発推進センター 

 認証審査委員会 

●公正採用人権啓発推進センターが定める採用選考と人

権啓発推進に関わる「基準」に基づく取り組みを会員企

業が宣言し、センターが認証している。 

その認証にかかる「認証制度」審査委員会に外部有識

者として参加 

 

1.12.6 
大学等関係者 

就職問題研修会 

●研修会テーマ 

ネット社会と部落差別の現実  

～「寝た子」はネットで起こされる！？  

講師：一般社団法人山口県人権啓発センター 

川口 泰司 事務局長  
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〔参考資料１〕 

 

令和  年  月  日 

 

 

採 用 責 任 者 様 

 

大阪府下大学等就職問題連絡協議会  

大阪府商工労働部雇用推進室  

厚生労働省大阪労働局職業安定部  

 

大学等卒業予定者の公正な採用選考に向けたお願い 
 

拝啓 時下ますます御清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は、大学等卒業予定者の採用選考につきまして、格別の御高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、大阪府下大学等就職問題連絡協議会（下記参照：略称「大就連」）、大阪府及び大阪労働局

（ハローワーク）では、大学等卒業予定者が差別的な取扱いを受けることなく、本人の適性・能力

に基づく公正な採用選考により就職されるよう、連携・協力して企業への啓発等に取り組んでいる

ところです。 

特に府内の大学等におきましては、採用応募・選考時での公正な採用選考に反する問題事象を把

握するために、就職活動をしている学生等から「就職差別等についての報告書」の提出を求める取

組みを行っています。 

また、報告された問題事象は、大就連等において取りまとめるとともに、問題事象によっては大

就連、大阪府及び大阪労働局が連携して、求人企業に対して個別的な啓発等に取り組んでいるとこ

ろです。 

この「報告書｣による平成 2９年度問題事象の集計結果によると、面接時における本人の適性・

能力に関係のない不適切な質問が４１件報告され、そのうち、「家族状況」に関する質問等が５割

と大きな割合を占めています。 

また、面接時の不適切な質問、男女機会均等法に違反するセクハラ発言の他に、応募書類・エン

トリーシート等において「身長・体重」を記載させる、不必要な「健康診断書」の提出を求める等、

就職差別につながるおそれのある個人情報を把握する事象も報告されています。 

こうした事象をなくすため、より一層、各関係行政機関・関係団体等が連携して、企業に対する

啓発活動を推進することとしていますが、貴社におかれましても、これまで実施されてきた採用選

考制度及び求職者の個人情報の取り扱いについて、人権尊重の観点から再確認していただき、「公

正な採用選考制度の確立」に向けた取組みを、よろしくお願い申し上げます。 

                                        敬具 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大就連とは】 
大阪府下大学等就職問題連絡協議会（略称：大就連）は、大阪府内の国公私立大学、短期大学、
高等専門学校７５校が加盟し、これら大学の就職担当部（課）長等をもって構成しています。 

  ＜主な取組み＞ 
●求人企業や経済団体に対する公正採用に向けた申し入れ 
●学生に対する「公正採用選考」に向けた啓発 
●学生からの問題事象報告の集約と、行政関係機関との連携による問題解決に向けた取組み、等 

【大就連 事務局】 
 大阪府商工労働部雇用推進室労政課 労政・労働福祉グループ 
  住所：〒559-8555大阪市中央区北浜東 3-14 エル･おおさか 11階  電話：06-6210-9518  
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〔参考資料２〕 

 

令和元年１１月 

 

 

各 団 体 代 表 者 様 

 

大阪府下大学等就職問題連絡協議会  

 

 

大学等卒業予定者の公正な採用選考に向けたお願い 

 

拝啓 時下ますます御清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は、大学等卒業予定者の就職につきまして、格別の御高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、当協議会は、大阪府内の国公私立大学、短期大学、高等専門学校が、集まり、学生の就職

に際しての差別的取扱いの解消を図ることを目的として、昭和５６年５月に発足し、その活動を続

けてきたところです。 

職業選択の自由、即ち就職の機会均等は、侵すことのできない基本的人権として日本国憲法にも

保障されているところであり、貴団体におかれましても公正な採用選考制度の確立に向けて、会員

企業への助言・啓発に取り組まれていることと存じます。 

本協議会も参画する公正採用・雇用促進会議では、学生からの問題事象報告に対する具体的な対

応方策として、「就職差別等についての報告書（問題事象報告様式）｣を作成して、的確な問題事象

の把握に努めるとともに、把握された問題事象についても、大阪府・大阪労働局・関係団体等と連

携強化して迅速な解決に向け、取り組んでいるところです。 

しかしながら、平成２９年度に学生から提出され明らかとなった「問題事象報告」をみますと、

面接時に家族の職業・家族構成など本人の適性・能力に関係のない就職差別につながるおそれのあ

る質問や男女機会均等法に違反するセクハラ発言がなされたり、応募書類・エントリーシート等に

おいて「身長・体重」を記載させる、不必要な「健康診断書」の提出を求める等、就職差別につな

がるおそれのある個人情報を把握する事象など、４１件もの問題事象が見受けられます。 

貴団体におかれましては、現状をご認識いただくとともに今後とも、当協議会の取組みにも御理

解いただき、会員企業に対しまして、より一層の公正な採用選考制度確立に向けた啓発・助言等に

ご尽力を賜りますよう、お願い申し上げます。 

                                        敬具 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大就連とは】 
大阪府下大学等就職問題連絡協議会（略称：大就連）は、大阪府内の国公私立大学、短期大学、高
等専門学校７５校が加盟し、これら大学の就職担当部（課）長等をもって構成しています。 

  ＜主な取組み＞ 
●求人企業や経済団体に対する公正採用に向けた申し入れ 
●学生に対する「公正採用選考」に向けた啓発 
●学生からの問題事象報告の集約と、行政関係機関との連携による問題解決に向けた取組み、等 

【大就連 事務局】 
 大阪府商工労働部雇用推進室労政課 労政・労働福祉グループ 
  住所：〒559-8555大阪市中央区北浜東 3-14 エル･おおさか 11階  電話：06-6210-9518  
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＜行政指導等対応方針について＞  

 対応ランク 具体的ケース 対応方策 

就

職

差

別

等 

に 

つ

い

て

の

報

告

書 

〔Ａ〕 

事実調査が比較

的、容易で、求人企

業に対し、直接的な

改善に向けた対応を

行うことが望ましい事

象 

①会社独自の履歴書･エントリーシート等
に関わる問題事象。 

②戸籍謄（抄）本等の提出。 
③男女雇用機会均等法に反する募集
要件・情報提供。 

④一律的な健康診断の内、血液・色覚
検査等の特別な健康診断。 

【原則】 

証拠物件がない場合： 

大阪府⇒労働局〔行政指導等〕 

証拠物件がある場合： 

大学等〔改善要請〕⇒大阪府〔改善要請〕 

⇒労働局〔行政指導等〕 

＊但し、 

府外企業は大阪府〔改善要請〕を省略。 

⑤面接に関わる問題事象の内、以下に
該当する事象。 
○侮蔑的発言等、悪質と思われる問
題事象。 

○特に大学等から行政指導等の対応
を求められた問題事象。 

○前年度に続いて報告のあった問題
事象。 

【原則】 

大阪府⇒労働局〔行政指導等〕 

 

【過去に問題事象報告がない企業】 

大阪府〔公正採用選考要請文書送付〕 

⑥官公庁関係における問題事象 

【原則】 

府内市町村関係：大阪府〔改善要請〕 

国関係及び府外地方自治体関係： 

大阪府⇒労働局〔助言等〕 

〔Ｂ〕 

企業名等不詳 

会社独自の履歴書･エントリーシート等／ 
面接 

【大学等において企業名等が明らかな場合】 

大学等〔公正採用選考要請文書送付〕 

〔Ｂ〕 

事象内容が軽微で

重大性が認められない

事象 

⑦面接に関わる問題事象 
（但し⑤を除く） 
⑧健康診断の内、一般的な健康診断
等によるもの。 

⑨その他（但し①～⑧を除く） 

【原則】 

府内求人企業： 

大阪府〔公正採用選考要請文書送付〕 

 

府外求人企業： 

大学等〔公正採用選考要請文書送付〕 

〔Ｓ〕 

事象内容が重大

で、特段の連携関係

をもって対応することが

望ましい事象 

⑩身元調査 
⑪面接に関る問題事象の内、特に差別
性の高い発言等があった問題事象。 

⑫〔Ａ〕の対応の内、労働局の行政指導
等に従わない問題事象。 

⑬上記⑩⑪以外の問題事象で、特に差
別性の高い問題事象。 

【原則】 

適時対応協議 

（「検討会報告」に基づく重大問題事象対

策会議により、具体的対応策を協議し対

応） 

募

集

要

項

等 

〔Ａ〕 

求人企業に対し、

直接的な改善に向け

た対応を行う問題事

象。 

①原則として全ての問題事項。 

【原則】 

大学等〔改善要請〕⇒大阪府〔改善要請〕 

⇒労働局〔行政指導等〕 

＊但し、 

府外企業は大阪府〔改善要請〕を省略。 

〔Ｓ〕 

事項内容が重大

で、特段の連携関係

をもって対応することが

望ましい事象 

②問題事項の内、明らかに差別的排除
項目等がある事象。 

③〔Ａ〕の対応の内、労働局の行政指導
等に従わない問題事象。 

【原則】 

適時対応協議 

（「検討会報告」に基づく重大問題事象対策会

議により、具体的対応策を協議し対応） 
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【関連資料３】 

１ 大学等で把握された就職差別につながる問題事象件数の推移（26～30、元年度上期） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 30年度 学生から：６事業所（６件）、令和元年上期 学生から：６事業所（９件） 

26

年度

27

年度

28

年度

29

年度

30

年度

1年度

上期

小計①～④ 0 0 0 0 0 0

①本籍・出生地に関する質問欄 0 0 0 0 0 0

②家族状況に関する質問欄 0 0 0 0 0 0

③戸籍謄(抄）本等（住民票等）の提出 0 0 0 0 0 0

④男女雇用機会均等に反する募集要件等 0 0 0 0 0 0

⑤その他〔小計〕 0 2 0 0 0 0

　・中学校等からの学歴記載 0 1 0 0 0 0

　・帰省先の記載 0 0 0 0 0 0

　・健康診断書の提出、健康状態等の質問 0 1 0 0 0 0

　・最寄の交通機関・駅名 0 0 0 0 0 0

　・その他 0 0 0 0 0 0

合計 0 2 0 0 0 0

①身元調査 0 0 0 0 0 0

②戸籍謄(抄）本等（住民票等）の提出 0 1 0 0 0 0

③会社独自の履歴書・ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ等〔計〕 5 15 0 1 0 1

　　＊（　）内は、報告のあった実件数 (3) (4) (0) (1) (1)

　・本籍・出身地に関すること 0 2 0 0 0 0

　・家族状況に関すること 4 9 0 1 0 1

　・思想・信条、宗教に関すること 1 0 0 0 0 0

　・その他 0 4 0 0 0 0

④男女雇用機会均等に反すること 0 0 0 1 0 0

⑤その他（不適切な健康診断・作文等） 1 1 3 4 0 0

合計 6 17 3 6 0 1

①本籍・出身地に関すること 1 1 1 0 0 0

②住居状況に関すること 1 0 1 2 0 0

③生活・家庭環境等に関すること 1 1 0 3 0 0

④家族状況に関すること〔小計〕 18 19 17 21 2 6

　・家族の構成に関すること 6 7 7 9 2 2

　・家族の職業・学歴に関すること 9 8 7 7 0 4

　・家族の収入・資産に関すること 0 1 2 2 0 0

　・その他 3 3 1 3 0 0

⑤思想等に関すること〔小計〕 4 0 0 1 1 0

　・支持政党に関すること 0 0 0 0 0 0

　・尊敬する人物に関すること 1 0 0 0 0 0

　・購買新聞・愛読書に関すること 2 0 0 1 0 0

　・その他 1 0 0 0 1 0

⑥男女雇用機会均等に反すること 3 1 2 4 1 2

⑦面接ー上記以外の問題ある質問等 2 4 5 4 2 0

合計 30 26 26 35 6 8

＊（　）内は、報告のあった実件数 (11) (3) (3) (14) (4) (6)

総合計 36 45 29 41 6 9

　

問

題

の

あ

る

募

集

要

領

等

　

　

（

就

職

担

当

者

か

ら

）

 

問

題

の

あ

る

募

集

要

領

等

　

（

学

生

か

ら

）

面

接

以

外

　

　

面

接

時

に

問

題

の

あ

る

質

問

等

　

　

　

（

学

生

か

ら

）
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２ 就職担当者からの募集要項等に関わる問題事象への対応 
            ＊（ ）内は内数で「他」⇒他府県、「官」⇒官公庁関係 令和元年は上期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容項目
〔労働局〕

行政指導等

〔大阪府〕

改善要請等

〔大学等〕

改善要請等

26年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

　本籍地・出身地に関すること 27年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

28年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

29年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

30年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

1年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

26年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

　家族状況に関すること 27年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

28年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

29年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

30年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

1年度 5 （他 0 官 0 ) 5 0 0

26年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

　戸籍謄(抄)本等(住民票)の提出 27年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

28年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

29年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

30年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

1年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

26年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

　男女雇用機会均等に反すること 27年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

28年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

29年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

30年度 1 （他 1 官 1 ) 1 0 0

1年度 2 （他 0 官 0 ) 2 0 0

26年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

　その他 27年度 2 （他 2 官 0 ) 2 0 0

28年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

その他（内訳） 29年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

　中学校等からの学歴記載 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

　帰省先の記載 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

　健康診断書の提出、健康状態等の質問 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

　最寄の交通機関・駅名 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

　その他 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

その他（内訳） 30年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

　中学校等からの学歴記載 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

　帰省先の記載 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

　健康診断書の提出、健康状態等の質問 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

　最寄の交通機関・駅名 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

　その他 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

その他（内訳） 1年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

　中学校等からの学歴記載 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

　帰省先の記載 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

　健康診断書の提出、健康状態等の質問 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

　最寄の交通機関・駅名 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

　その他 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

26年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

計 27年度 2 （他 2 官 0 ) 2 0 0

28年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

29年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0

30年度 1 （他 1 官 1 ) 1 0 0

1年度 7 （他 0 官 0 ) 7 0 0

件数
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３ 学生からの報告による問題事象への対応 
              ＊（ ）内は内数で「他」⇒他府県、「官」⇒官公庁関係 令和元年は上期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容項目
〔労働局〕

行政指導等

〔大阪府〕

改善要請等

〔大学等〕

改善要請等

企業名等不明

により対応不可

26年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0 0

　身元調査 27年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0 0

28年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0 0

29年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0 0

30年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0 0

１年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0 0

26年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0 0

　戸籍謄(抄)本等(住民票)の提出 27年度 2 （他 2 官 0 ) 1 1 0 0

28年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0 0

29年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0 0

30年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0 0

１年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0 0

26年度 6 （他 2 官 0 ) 1 5 0 0

　会社独自の履歴書・ 27年度 15 （他 8 官 0 ) 15 0 0 0

　エントリーシート等 28年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0 0

29年度 1 （他 1 官 0 ) 1 0 0 0

30年度 0 （他 0 官 0 ) 0 0 0 0

30年度 1 （他 0 官 0 ) 1 0 0 0

26年度 3 （他 0 官 1 ) 0 2 1 0

　男女雇用機会均等に反すること 27年度 1 （他 1 官 1 ) 1 0 0 0

28年度 2 （他 1 官 0 ) 2 0 0 0

29年度 5 （他 3 官 0 ) 5 0 0 0

30年度 1 （他 1 官 1 ) 1 0 0 0

１年度 4 （他 0 官 0 ) 4 0 0 0

26年度 27 （他 6 官 2 ) 9 16 2 0

　その他 27年度 25 （他 9 官 2 ) 25 16 0 0

　　（不適切な健康診断・作文等） 28年度 27 （他 18 官 0 ) 27 0 0 0

29年度 35 （他 4 官 0 ) 35 0 0 0

30年度 2 （他 0 官 0 ) 0 0 2 0

１年度 2 （他 0 官 0 ) 2 0 0 0

26年度 36 （他 8 官 3 ) 10 23 3 0

計 27年度 43 （他 20 官 3 ) 42 17 0 0

28年度 29 （他 19 官 0 ) 29 0 0 0

29年度 41 （他 8 官 0 ) 41 0 0 0

30年度 3 （他 1 官 1 ) 1 0 2 0

１年度 7 （他 0 官 0 ) 7 0 0 0

件数
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公正採用・雇用促進会議 大学等専門委員会資料    【学生から：面接時に問題のある質問等】 

Ｎｏ．１  
大学名 Ａ大学 

指 導 方 針 Ａ 
事業所名  ― 

事業所の 

概 要 等 

所 在 地      大阪府 企業人権協加入状況          

（加入基準なし） 
〇 

就業場所  ― 

事業内容 金融業 
C-STEP加入状況 

（加入基準なし） 
〇 

従業員数 企業全体 34,000人、就業場 ―人 
公正採用選考人権 

啓発推進員選任状況 
〇 

求人職種  ― 
推進員 新任・基礎研修 

受講状況 
〇 

大学からの

報 告 等 

面接で、面接官が外国にルーツがあると推測される名前であったため、父母の出会いに関す

る質問や、日本語能力に関する発言をした。また、学生時代の人間関係に関する発言を行っ

た。 

違 反 事 象 
面接時点：家族状況（家族の構成：両親の出会い）、その他（問題のある発言） 

大 学 等 

の 対 応 

大学から当該企業の採用担当責任者に事実確認を行った。 

面接官と学生との間で、発言意図の受け止めに認識の差があったものの、企業として謝罪

した。また、採用業務に係る従業員への研修内容の改善に努める旨の回答があった。 

備   考  ― 

 

 

公正採用・雇用促進会議 大学等専門委員会資料    【学生から：面接時に問題のある質問等】 

Ｎｏ．２ 
大学名 Ｂ大学 

指 導 方 針 Ａ 
事業所名  ― 

事業所の 

概 要 等 

所 在 地      奈良県 企業人権協加入状況          

（加入基準なし） 
― 

就業場所  ― 

事業内容 運輸業 
C-STEP加入状況 

（加入基準なし） 
― 

従業員数 企業全体 180人、就業場 ―人 
公正採用選考人権 

啓発推進員選任状況 
― 

求人職種  ― 
推進員 新任・基礎研修 

受講状況 
― 

大学からの

報 告 等 

平成30年6月の合同面接会において、家族の構成に関する質問があった。また、「彼女がいる

のか」「喧嘩したときはどのようにしているのか」との質問もあった。 

違 反 事 象 
面接時点：家族状況（家族の構成）、男女雇用機会均等に反すること 

大 学 等 

の 対 応 

学生の希望により報告のみ。  

 

 

備   考  ― 
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公正採用・雇用促進会議 大学等専門委員会資料    【学生から：面接時に問題のある質問等】 

Ｎｏ．３ 
大学名 Ｃ大学 

指 導 方 針 Ａ 
事業所名  ― 

事業所の 

概 要 等 

所 在 地      大阪府 企業人権協加入状況          

（加入基準なし） 
× 

就業場所  ― 

事業内容 不動産業 
C-STEP加入状況 

（加入基準なし） 
× 

従業員数 企業全体 ―人、就業場 ―人 
公正採用選考人権 

啓発推進員選任状況 
〇 

求人職種  ― 
推進員 新任・基礎研修 

受講状況 
× 

大学からの

報 告 等 

平成30年6月、面接選考において血液型・身長を聞かれた。 

違 反 事 象 
面接時点：その他（血液型・身長）  

大 学 等 

の 対 応 
大学から改善要請を行った。また、行政指導は希望しない。  

備   考  ― 
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公正採用・雇用促進会議 大学等専門委員会資料    【学生から：面接時に問題のある質問等】 

Ｎｏ．４ 
大学名 Ｄ大学 

指 導 方 針 Ａ 
事業所名  ― 

事 業 所 の 

概 要 等 

所 在 地      京都府 
企業人権協加入状況          

（加入基準なし） 
― 

就業場所  ― 

事業内容 地方公共団体 
C-STEP加入状況 

（加入基準なし） 
― 

従業員数 企業全体 1,266人 就業場 ―人 
公正採用選考人権 

啓発推進員選任状況 
― 

求人職種  ― 
推進員 新任・基礎研修 

受講状況 
― 

大学からの

報 告 等 

平成30年６月の個人面接において、「行政の土木職員として、女性（あなた）の強みはなにか

」との質問があった。なお、面接員は5人ですべて男性であった。 

違 反 事 象 面接時点：男女雇用機会均等に反すること  

事業所への 

確 認 内 容 

 

面接は副市長、部長クラス、人事課長で行っているが、詳細な記録はしていない。 

質問内容はマニュアル化しておらず、面接官と応募者のやり取りから個人能力を見出す手

法である。「土木技術」の職では、創作的センスなどの能力求められ、女性ならではの感性を

反映した回答を引き出す質問として、質問した可能性がある。 

女性を排除することを意図していたものではない。 

 

事 実 確 認 ・指摘された内容を認めた。 

指 導 状 況 

 

・質問に対する捉え方に個人差はあると思われるが、報告があったということは、応募者に

心理的打撃を与えたということであり、意図はなくても、公正採用選考の主旨に反する。 

・また、ＬＧＢＴに触れながら「女性として」といった問いかけは、人権侵害になることを

説明し、今後男女の性別を限定するような質問を行わないよう指導した。 

・啓発冊子を手交して、公正採用選考の主旨を説明し、更なる啓発を行うよう指導した。 

 

事業所の対応 

 

・面接担当官に、男女の性別を限定するような質問を行わないよう徹底する。また、手交さ

れた啓発冊子を参考に更なる公正採用選考の啓発に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

生徒の状況等  ― 合 否 合 

他校での事象  ― 

備   考  ― 
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公正採用・雇用促進会議 大学等専門委員会資料     【学生から：面接時に問題のある質問等】 

Ｎｏ．５ 
（令和元年） 

大学名 Ｅ大学 
指 導 方 針 Ａ 

事業所名  ― 

事 業 所 の 

概 要 等 

所 在 地      大阪府 
企業人権協加入状況          

（加入基準なし） 
〇 

就業場所  ― 

事業内容 産業機械器具卸売業 
C-STEP加入状況 

（加入基準なし） 
〇 

従業員数 企業全体 400人 就業場 ‐人 
公正採用選考人権 

啓発推進員選任状況 
〇 

求人職種  ― 
推進員 新任・基礎研修 

受講状況 
× 

大学からの

報 告 等 

平成31年4月の第一次面接で家族構成及び母の職業についての質問があった。 

さらに、２次面接では、「営業は女性向きではない」との発言があった 

違 反 事 象 面接時点：家族状況（家族の構成、母の職業）、男女雇用機会均等に反すること 

事業所への 

確 認 内 容 

 

・令和元年６月に公共職業安定所から事業所へ確認を行ったところ、以下のような回答があ

った。 

⇒最終面接での代表取締役からの発言は、確認できていない。一次面接で、この方かわから

ないが奨学金を受けており、その返済方法の話になった学生がいた。その際、どのように返

済していくかを聞き、家庭事情を聞いてしまった方がいた。 

 

事 実 確 認 ・事業所は指摘された内容の一部を認めた。 

指 導 状 況 

 

・以前にも同様の内容で指導を行っているが、同様の事象が発生している。一部の採用担当

者は公正な採用選考に意識があっても、会社全体が意識しないといけない。今回の場合、た

とえ本人が奨学金の話をしてきても、それ以上深く聞くことなく、さらに学生が話した内容

について適性・能力に関わらないものであれば、採用選考の判断にしないと面接時に伝え、

それ以上聞かないよう指導した。 

・大阪府が実施する「公正な採用選考人権啓発推進員 新任・基礎研修」を手交、受講勧奨

を行い、１２月開催予定の企業トップクラス研修に必ず参加するよう指導した。 

・３年以内に指導歴があるので、最終面接の際の代表取締役の発言や、本当に本日説明をさ

れた内容の方かなどを確認し、今後どうしていくかについて顛末書を作成し１ヶ月以内に提

出するよう説明した。 

 

 

 

事業所の対応 

・説明されたことは十分理解できた。顛末書を作成したい。 

 

 

 

 

生徒の状況等  ― 合 否 不 

他校での事象  ― 

備   考  ― 
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公正採用・雇用促進会議 大学等専門委員会資料    【学生から：面接時に問題のある質問等】 

Ｎｏ．６ 
（令和元年） 

大学名 Ｆ大学 
指 導 方 針 Ａ 

事業所名  ― 

事業所の 

概 要 等 

所 在 地      愛媛県 企業人権協加入状況          

（加入基準なし） 
― 

就業場所  ― 

事業内容 金融業 
C-STEP加入状況 

（加入基準なし） 
― 

従業員数 企業全体 3,029人、就業場 ‐人 
公正採用選考人権 

啓発推進員選任状況 
― 

求人職種  ― 
推進員 新任・基礎研修 

受講状況 
― 

大学からの

報 告 等 

平成31年4月の面接において、家族の職業について質問があった。 

違 反 事 象 面接時点 ：家族状況（家族の職業）  

大 学 等 

の 対 応 
学生の希望（指導等を希望しない）により報告のみ。  

備   考  ― 

 

 

公正採用・雇用促進会議 大学等専門委員会資料    【学生から：面接時に問題のある質問等】 

Ｎｏ．７ 
（令和元年） 

大学名 Ｆ大学 
指 導 方 針 Ａ 

事業所名  ― 

事業所の 

概 要 等 

所 在 地      香川県 企業人権協加入状況          

（加入基準なし） 
― 

就業場所  ― 

事業内容 金融業 
C-STEP加入状況 

（加入基準なし） 
― 

従業員数 企業全体 2,283 人、 就業場 ―人 
公正採用選考人権 

啓発推進員選任状況 
― 

求人職種  ― 
推進員 新任・基礎研修 

受講状況 
― 

大学からの

報 告 等 

平成31年4月の面接において、家族の職業について質問があった。 

違 反 事 象 
面接時点 ：家族状況（家族の職業）   

 

大 学 等 

の 対 応 

学生の希望（指導等を希望しない）により報告のみ。  

 

 

備   考  ― 
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公正採用・雇用促進会議 大学等専門委員会資料    【学生から：面接時に問題のある質問等】 

Ｎｏ．８ 
（令和元年） 

大学名 Ｆ大学 
指 導 方 針 Ａ 

事業所名  ― 

事 業 所 の 

概 要 等 

所 在 地      大阪府 
企業人権協加入状況          

（加入基準なし） 
〇 

就業場所  ― 

事業内容 電気機器等卸売業 
C-STEP加入状況 

（加入基準なし） 
× 

従業員数 企業全体 315人 就業場 45人 
公正採用選考人権 

啓発推進員選任状況 
〇 

求人職種  ― 
推進員 新任・基礎研修 

受講状況 
× 

大学からの

報 告 等 

平成31年3月の面接の際に提出させるエントリーシートに「家族構成」「家族の職業」 

「身長、体重、視力」の記入を求めている。 

違 反 事 象 面接時点：家族の状況（家族構成、家族の職業）、その他（身長等） 

事業所への 

確 認 内 容 

エントリーシート（別添「自己紹介書」）は、少なくとも８年ほど前から使用している。「家

族の人数」に係る項目はあるが「家族構成」「家族の職業」の項目はない。また、「身長・体

重・視力・健康状態」の項目はあるが、各項目を採否の判断材料にはしていない。 

人事担当者がエントリーシートを作成したが、当該担当者が「公正な採用選考」に関する

十分な理解のないままに各項目を設定し、更にそれを別の人事担当者が十分に点検しないま

まに使用していた。        

事 実 確 認 ・指摘された内容の一部を認めた。 

指 導 状 況 

 

・エントリーシートに「普段利用している最寄駅」「休暇中の住所」「家族の人数」「身長・

体重・視力・健康状態」「アルバイトの収入」の項目があったため、当該項目については

就職差別につながるおそれのある項目である旨説明し、当該項目は本人が業務を遂行する

うえで何ら関係のないことであり、当該回答により採否が判断されれば、本人の適性・能

力を採用基準とする公正な採用選考の考えに反することになる旨説明。  

・職業安定法第５条の４及び厚生労働大臣指針「求職者の個人情報の取扱い」(平成１１年労

働省告知１４１号）第４における個人情報収集の原則ついて説明し、当該エントリーシー

トについては、当該各項目を即刻削除するよう指導した。 

・公正採用選考人権啓発推進員の選任はされているものの知識不足及び理解不足が否めない

ため、改めて大阪府の推進員研修や企業トップ研修を受講するよう勧奨した。 

 

事業所の対応 

 

・当該エントリーシートの各項目を即刻削除し、公正採用選考の考えを改め、研修受講も前

向きに考え再発防止を図ってまいりたいとのこと。  

 

 

 

 

 

生徒の状況等  ― 合 否 ―  

他校での事象  ― 

備   考  ― 
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公正採用・雇用促進会議 大学等専門委員会資料  【学生から：面接時に問題のある質問、募集要項等】 

Ｎｏ．９ 
（令和元年） 

大学名 Ｇ大学 
指 導 方 針 Ａ 

事業所名  ― 

事 業 所 の 

概 要 等 

所 在 地      大阪府 
企業人権協加入状況          

（加入基準なし） 
× 

就業場所  ― 

事業内容 不動産業 
C-STEP加入状況 

（加入基準なし） 
× 

従業員数 企業全体 45人、就業場 ―人 
公正採用選考人権 

啓発推進員選任状況 
× 

求人職種  ― 
推進員 新任・基礎研修 

受講状況 
× 

大学からの

報 告 等 

令和元年６月に実施した面接の後で、アンケートの記入を求められ、項目に「家族の職業

」「家族の勤務先」「家族の生年月日」があり、記入事項について詳細なヒアリングが行われ

た。 

違 反 事 象 面接時点：家族の状況（家族の構成、職業） 

事業所への 

確 認 内 容 

・アンケートは７年前から使用している。家族構成の欄として「氏名」「生年月日」「続柄」

「会社名・学校名」の項目があるが、各項目については採否の判断材料にはしていない。 

・「公正採用選考」に関して十分な理解のないまま使用していた。（職安へ来所） 

 

事 実 確 認 ・事業所は指摘された内容の一部を認めた。 

指 導 状 況 

・持参したアンケートの項目に「家族の職業」欄はなかったが、家族構成等の不適当な項目

が見受けられたため、当該項目については、本人が業務を遂行するうえで何ら関係のない

ことであり、当該回答により採否が判断されれば、本人の適性・能力を採用基準とする公

正な採用選考の考え方に反する旨説明・指導した。 

・職業安定法第５条４及び厚生労働大臣指針「求職者の個人情報の取扱い」（平成１１年労

働省告知１４１号）第４における個人情報収集の原則について説明し、当該アンケートは

使用しないよう指導した。 

・公正採用選考人権啓発推進員の選任がされていなかったため「公正採用選考人権啓発推進

員選任報告書」を手交のうえ、選考システムを確立するための推進員を選任し、研修会に積

極的に参加することで知識・理解及び認識を深めるよう促した。 

 

 

事業所の対応 

・当該アンケートについては今後使用しない。 

・公正採用選考の考え方を理解するよう努め、「公正採用選考人権啓発推進員選任報告書」

を提出する。 

生徒の状況等  ― 合 否 ― 

他校での事象  ― 

備   考  ― 
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公正採用・雇用促進会議 大学等専門委員会資料  【学生から：面接時に問題のある質問、募集要項等】 

Ｎｏ．１０ 
（令和元年） 

大学名 Ｈ大学 
指 導 方 針 Ａ 

事業所名  ― 

事 業 所 の 

概 要 等 

所 在 地      大阪府 企業人権協加入状況          

（加入基準なし） 
× 

就業場所  ― 

事業内容 機械製造業 
C-STEP加入状況 

（加入基準なし） 
× 

従業員数 企業全体 45人、就業場 ―人 
公正採用選考人権 

啓発推進員選任状況 
〇 

求人職種  ― 
推進員 新任・基礎研修 

受講状況 
× 

大学からの

報 告 等 

平成31年４月の面接において、「彼氏はいますか」という質問があった。 

違 反 事 象 面接時点：男女雇用機会均等に反すること 

事業所への 

確 認 内 容 

・「彼氏がいますか」という質問をしていることはないと思うが、応募者から○○に行ったと

いう発言があれば、それに対して「友達と？彼氏と？」という質問を返すことはある。 

・会社的には既婚女性も働き続ける風土となっているので、まして彼氏、彼女の有無が、選

考に何らかの影響を与えることは決してない。 

 

事 実 確 認 
・事業所は指摘された内容の一部を認めた。 

 

指 導 状 況 

・持面接等の過程で、「○○は彼氏と行った？」という発言があったとすると、応募者から

すればその答えによって、それが採否に影響するのかと不安になることも十分に考えられ

る。 

・また、事業所にそのような意思がなかったとしても、男女雇用機会均等法に抵触する質問

であると取られかねない質問である。また、本人の適性や能力に何ら関係のない質問であ

り公正な採用選考とは言えない旨を指導。 

・また、社員全員に今回の事案を伝達し、公正な採用選考について再度周知徹底するよう指

導。 

・面接マニュアルの作成指示、また今年度開催のトップクラス研修会への参加を強く勧奨し

た。  

 

事業所の対応 

・面接等での質問項目について公正採用に則った対応を意識するとのこと。また、今後は応

募者の人権及び公正な採用選考に配慮し、応募者が適正・能力を基準に採用選考を行うと

のこと。 

・トップクラス研修の受講も前向きに検討するとのこと。    

 

 

 

生徒の状況等  ― 合 否 ― 

他校での事象  ― 

備   考  ― 
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公正採用・雇用促進会議 大学等専門委員会資料【参考】    【学生から：面接時に問題のある質問等】 

Ｎｏ．11 
（平成30年度） 

大学名 Ｂ大学 
指 導 方 針 Ａ 

事業所名  ― 

事業所の 

概 要 等 

所 在 地      大阪府 企業人権協加入状況          

（加入基準なし） 
〇 

就業場所  ― 

事業内容 医療 
C-STEP加入状況 

（加入基準なし） 
〇 

従業員数 企業全体 ―人 、就業場 870 人 
公正採用選考人権 

啓発推進員選任状況 
〇 

求人職種  ― 
推進員 新任・基礎研修 

受講状況 
× 

大学からの

報 告 等 

平成30年6月中旬に「内々定」が出たが、承諾を保留していたところ、7月中旬に「あなた

より志望度の高い人がいる。志望度の低いあなたの内々定を取り消す」との通知があった。

「内定」ではなく「内々定」であるので法的問題はないと説明された。 

違 反 事 象 内定取消  

大 学 等 

の 対 応 

学生の希望（より志望度の高い企業からの内定を得たため、当該企業への啓発は希望しな

い）より報告のみ。  

備   考  ― 

 

公正採用・雇用促進会議 大学等専門委員会資料【参考】    【学生から：面接時に問題のある質問等】 

Ｎｏ．12 
（平成30年度） 

大学名 Ｂ大学 
指 導 方 針 Ａ 

事業所名  ― 

事業所の 

概 要 等 

所 在 地      兵庫県 企業人権協加入状況          

（加入基準なし） 
― 

就業場所  ― 

事業内容 製造業 
C-STEP加入状況 

（加入基準なし） 
― 

従業員数 企業全体 96人、 就業場 ―人 
公正採用選考人権 

啓発推進員選任状況 
― 

求人職種  ― 
推進員 新任・基礎研修 

受講状況 
― 

大学からの

報 告 等 

平成30年7月、内定内諾書の提出延期が認められた。しかし、６日後に内定取り消しがメー

ルで届いた。理由は「虚偽の申告があったため」であったが、思い当たるものはない。 

違 反 事 象 
内定取消 

 

大 学 等 

の 対 応 

内定取消の経過から学生は、入社意思がなくなった。 

当該企業への啓発は希望しなかった。 

 

 

備   考  ― 
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【関連資料４】 

「令和２年度人権施策並びに予算に関する要望」における取組み 
 

令和元年 7月 27日に、大阪府、大阪府市長会、大阪府町村長会が連名で各省庁あてに標記の要

望を実施しました。この際に「大学卒業生等の就職に係る公正な採用選考の取組みについて」とし

て、厚生労働省及び文部科学省に下記のとおり要望し、以下のような回答がありました。 

 

１ 厚生労働省   

 

【要望】「７ 大学卒業生等の就職に係る公正な採用選考の取組みについて」 

大阪府では、府内の大学、短期大学、高等専門学校の就職業務担当者が集まり、差別のない公

正な採用選考の実現に向けて、学生向けポスターの掲示や学生向けリーフレットを配布するなど、

大学生等（大学・短大・高等専門校・専修学校専門課程など高等教育機関の在校生及び卒業生、

中途退学者を含む）及び企業等に対して「公正な採用選考」に関する啓発等に努めているところ

です。 

全国の大学等においても、大学生等の公正採用への認識をより深めるよう、教職員向けマニュ

アルを充実するとともにその活用を、文部科学省と連携して要請してください。 

また、各大学等の「学生向けのポータルサイト」等を通じ、大学生等への周知が図られるよう

啓発のモデル文を作成するなど、文部科学省と連携して働きかけを強化してください。 

大学生等の多くがインターネットのナビサイトを通じた就職活動を行っていますが、その事業

者が公正な採用選考に反する設問を設定する可能性もあります。業界団体に加え、ナビサイト事

業者に対しても直接、公正な採用選考に反する設問の設定が行われることが無いよう、啓発を行

うとともに、ナビサイト事業者自身が「サイトを利用する企業」や大学生等に対して「公正な採

用選考の考え方」などをサイト内で啓発するよう、要請を行ってください。 

雇用に際しての人権侵害事象の発生を防止するためＩＬＯ第１１１号条約の早期批准に向けた

国内法の改廃を含む検討を進めてください。また、現在、批准を妨げている課題を解消するため、

国内で法整備が行われていない「募集採用段階における人種・皮膚の色・宗教・民族的出身また

は社会的出身に基づいて行われる差別を禁止する労働関係法」の早期制定・整備など必要な措置

を講じてください。  

 
 

【回答】 

公正採用選考 

 ・平成 30年 12月に、カラー4ページの求職者向けリーフレットを作成し、啓発を強化している。 

 ・文部科学省と連携し、各大学に配付するよう取り組んでいる。 

 ・平成 31 年 2 月、ナビサイトの運営会社に対する啓発として、ナビサイト運営会社を傘下にも

つ公益社団法人全国求人情報協会を含む経済業種別団体 445団体に対して、職業安定局長名で

公正な採用選考に係る要請文を送付。また、ナビサイト事業者数社に対して、サイト内で公正

な採用選考をしていただくように今年度頭に直接要請をし、サイト内に啓発のバナーを掲示し

た事業者もある。 

 ・大学等で構成する就職問題懇談会（文部科学省が事務局）は、大学等卒業・修了予定者の就職・

採用活動の秩序を維持し、正常な学校教育と学生の学修環境を確保するとともに、学生が自己

の能力や適性に応じて適切に職業を選択できるようにするため、「2020 年度大学、短期大学及

び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について（申合せ）」を定め、各大学等に周知し

た。就職問題懇談会は企業等へ要請する事項を整理し、就職活動の秩序維持について経済団体

等に対し要請を行う。 

ＩＬＯ 

 ・ILO条約については、それぞれの条約の目的・内容、日本にとっての意義等を十分に検討して、

国内法制との整合性を確保した上で、批准する必要があると考えている。第 111号条約につい

ても、国内法制との整合性についてなお検討すべき点があるということから、その批准につい

ては引き続き慎重な検討が必要と考えている。    
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２ 文部科学省  
 

【要望】(1) 「２ 大学卒業生等の就職に係る公正な採用選考の取組について」 

大阪府では、府内の大学、短期大学、高等専門学校の就職業務担当者が集まり、差別のない公

正な採用選考の実現に向けて、学生向けポスターの掲示や学生向けリーフレットを配布するなど、

大学生等（大学・短大・高等専門校・専修学校専門課程など高等教育機関の在校生及び卒業生、

中途退学者を含む）及び企業等に対して「公正な採用選考」に関する啓発等に努めているところ

です。 

全国の大学等においても、大学生等の公正採用への認識をより深めるよう、教職員向けマニュ

アルを充実するとともにその活用を、厚生労働省と連携して要請してください。 

また、各大学等の「学生向けのポータルサイト」等を通じ、大学生等への周知が図られるよう

啓発のモデル文を作成するなど、厚生労働省と連携して働きかけを強化してください。 

さらに、大学生等に対して発生した問題事象については、厚生労働省と連携し、個別の大学等

に対する側面援助・啓発を行うなど、今後の問題発生を抑制するための取組を講じてください。 

 

 

【回答】  

・平成 30年 12月、厚生労働省と連携し、カラー4ページの求職者向けリーフレットを作成して

啓発を強化している。 

・大学等で構成する就職問題懇談会（文部科学省が事務局）は、大学等卒業・修了予定者の就職・

採用活動の秩序を維持し、正常な学校教育と学生の学修環境を確保するとともに、学生が自己

の能力や適性に応じて適切に職業を選択できるようにするため、「2020年度大学、短期大学及

び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について（申合せ）」を定め、各大学等に周知し

た。就職問題懇談会は企業等へ要請する事項を整理し、就職活動の秩序維持について経済団体

等に対し要請を行う。 
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公正採用・雇用促進会議要綱 

 

１．会議の目的 

  本会議は、就職の機会均等を保障し公正な採用選

考を推進することにより、就職における同和問題をはじ

めとした人権問題の解決を図るとともに安定した雇用を

促進するため、雇用主その他の関係者に対する啓発

等に関する以下の事項について協議する。 

（１）公正な採用選考についての啓発等に関すること 

（２）受験報告等採用選考にかかる実態の把握に関するこ

と 

（３）公正な採用選考に関する調査研究に関すること 

（４）その他就職の機会均等を確保し、安定した雇用を

促進するために必要と認められること 

２．組織 

（１）会議は委員をもって構成する。 

（２）委員は、学識経験のある者、人権関係団体、労働

者代表、雇用主団体、関係行政機関及び専門委員

会を置くときはその委員会の座長とし、別表に掲げ

る者を充てる。なお、必要に応じてこれらの委員以

外の者を協議に加えることができる。 

（３）委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

３．会議の開催 

（１）会議に座長を置く。 

（２）座長は委員の互選によるものとする。 

（３）座長の任期は２年とし、再任を妨げない。 

（４）会議は座長が招集する。 

４．専門委員会 

会議は、特定の事項について、専門的に研究協議

することが必要と認められるときは専門委員会を設ける

ことができる。 

専門委員会を置くときは、別途、専門委員会設置要

綱を定める。 

５．研究部会 

会議は、特定の専門委員会で研究することが馴染ま

ない事項について、調査研究することが必要と認めら

れるときは研究部会を設けることができる。 

研究部会の構成員は、委員から座長が指名する。 

なお、必要に応じて委員以外の者を構成員に加え

ることができる。 

６．庶務 

会議の庶務は、大阪府商工労働部雇用推進室にお

いて行う。 

７．その他 

  この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し

必要な事項は、座長が定める。 

附 則 

この改正要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

公正採用・雇用促進会議大学等専門委員会 

設置要綱 

 

１．委員会の目的 

  大学等における就職の機会均等を保障し公正な採

用選考を推進することにより、同和問題をはじめとした人

権問題の解決を図るとともに、不合理な差別を排除し、

円滑な就職とその進路が保障されるよう、関係機関・諸

団体との連携を密にし、次の事項について研究協議す

る。 

 （１）学生の指導に関すること。 

 （２）就職差別事象の把握に関すること。 

 （３）企業の指導に関すること。 

 （４）その他委員会が必要と認めたこと。 

２．委員会の構成 

  委員会は、次の機関から推薦された者をもって構

成する。 

    大阪労働局職業安定部 

    大阪府商工労働部 

    大阪府下大学等就職問題連絡協議会 

    一般財団法人 大阪府人権協会 

    公益社団法人 関西経済連合会 

    大阪企業人権協議会 

大阪同和・人権問題企業連絡会 

一般社団法人公正採用人権啓発推進センター 

    学識経験者 

  なお、各機関からの推薦は原則として１名とするが、

大阪府下大学等就職問題連絡協議会からの推薦に

ついては概ね次の基準による。 

    国公立４年制大学     １名 

    私立４年制大学       ２名 

    短期大学及び高等専門学校  ２名 

３．委員会の開催 

 （１）委員会に座長をおく。座長は構成員の互選によ

る。 

 （２）委員会は座長が随時招集する。 

 （３）委員会の日常業務は座長が別に指名する者が

あたる。 

４．その他 

委員会の庶務は、大阪府商工労働部雇用推進室に

おいて行う。 
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大阪府下大学等就職問題連絡協議会要綱 

（昭和 56年５月 19日発足） 

 

１．目的 

本会は、大学等が行う職業紹介業務の円滑な推

進、特に差別のない公正な採用選考に向けて、大

学等が連携を密にし、相互に研究協議する。 

２．構成 

本会は、大阪府下の大学、短期大学及び高等専

門学校の就職担当部（課）長若しくは、これに準ず

る者をもって構成する。 

３．会議 

１） 会議は、総会及び幹事会とする。 

２） 総会及び幹事会は、代表幹事が招集し、うち１

名が座長となる。 

４．幹事等の任期 

代表幹事及び幹事の任期は、１年とする。 

５．協力依頼 

本会の目的達成のため、必要ある場合は、関係

機関等に会議への出席その他協力を依頼すること

ができる。 

６．その他 

本会の事務は、代表幹事において処理する。 

○平成 28年６月 29日改正（第 36回総会） 
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